
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月に香川県の養鶏場で、その後 12 県 30 事例で高病原性鳥インフルエンザが発生し

ています。また、野鳥の生息域において、北海道、鹿児島県、更に隣県の新潟県でも高病

原性鳥インフルエンザウイルスが検出されています。 

本病ウイルスが本県にも侵入していると考えられる状況であり、注意が必要です。 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

引き続き、緊張感を持って、飼養衛生管理基準の徹底や異状家きんの早期発

見・通報をお願いします。 

 
 

長野県松本家畜保健衛生所 
〒390-0851 松本市島内西川原 6931 
TEL:0263-47-3223 FAX:0263-47-0101 
E-mail: matsukachiku@pref.nagano.lg.jp 
中信家畜畜産物衛生指導協会 
TEL：0263-47-6789 

令和２年(2020年)12月 22日 ＜No.12＞ 

担当：防疫課 

発生予防対策のポイント 
   ウイルス  の侵入経路を断つことが重要です！ 

 

高病原性鳥インフルエンザが連続して発生しています！！ 

①人・物・車両によるウイルスの持込み防止 

●衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底 

●衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用 

●上記措置の記録 

●鶏舎に入る人は、水鳥等のいる水辺への立入禁止 

●鶏舎周辺、衛生管理区域周辺への石灰散布 
 

②野生動物対策 

●防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・

隙間の修繕 

●家きん舎周囲の清掃、整理 

●上記措置の定期点検 

 


